日本海洋少年団連盟の会員に関する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２４年５月３１日総会決定


（趣　旨）
第１条　この規則は、定款第５条、第６条、第７条及び第８条の規定に基づき、公益社団法人日本海洋少年団連盟（以下「本連盟」という。）の会員に関し、必要な事項を定めるものとする。

（正会員の種別）
第２条　定款第５条第１項第１号に規定する正会員は、次のとおりとする。
（１）１号正会員　正会員として入会した海洋少年団体(以下「単位団」という。)及びその連合体
（２）２号正会員　１号正会員以外の者であって、正会員として入会した個人又は団体
２　前項及び次条第１号の団体会員は、本連盟に代表者を登録しなければならない。

（正会員以外の会員）
第３条　定款第５条第１項第２号及び第３号に規定する会員の基準は、次のとおりとす　る。
（１）賛助会員　正会員以外であって、金品を寄附して本連盟の事業を賛助する個人又は団体
（２）名誉会員　本連盟の会長から表彰を受けた者であって特にその功労を長くとどめるために連合体の長から会長に推挙され、又はこれに準ずる功績を有すると認められる者であって会長が推挙し、理事会の承認を得た者

（入会申込及び手続き）
第４条　定款第６条第１項に規定する正会員及び賛助会員の入会申込は、次のとおりとする。
（１）１号正会員及び２号正会員は、正会員入会申込書（別記様式第１号）に設立の経緯を説明する資料等を付して提出するものとする。
（２）賛助会員は、賛助会員入会申込書（別記様式第２号又は様式第３号）を提出するものとする。
２　前項の入会申し込みに対しては、理事会の承認を必要とし、これを申込者に通知する。

（加盟承認証、団旗及び団長章）
第５条　１号正会員の単位団には加盟承認証、団旗１本及び団長章を交付する。
２　２号正会員には加盟承認証を交付する。

（会員名簿及び個人会員に関する情報の取扱い）
第６条　入会者は、会員の種別毎に本連盟の管理する会員名簿に登録する。
２　前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会が別に定める変更届の提出を求める。
３　会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱わねばならない。

（正会員及び賛助会員の会費）
第７条　定款第７条に規定する正会員の会費は加盟料及び年会費、賛助会員の会費は年　会費とする。
２　正会員の会費の額は、次のとおりとする。ただし、本連盟の理事である２号正会員の会費は、当分の間免除する。
（１）加盟料　１万円
（２）年会費　１万円
３　賛助会員の会費の額は、次のとおりとする。
 (１) 個人賛助会員　１口年額２千円とし、１口以上とする。
（２）団体賛助会員　１口年額１万円とし、１口以上とする。

（会費の納付）
第８条　前条に規定する会費の納付は、次によるものとする。
（１）理事会の承認を得た正会員は加盟料を、賛助会員はその年度の会費を速やかに納入する。
（２）正会員は、毎年度６月末日までに会費を納付する。
（３）賛助会員は、本連盟事務局の請求に基づいて会費を納付する。
２　会費の納付は、本連盟事務局が指定する銀行口座への振り込みによるほか、会員の便宜の方法により行うことができる。

（退会の手続）
第９条　正会員及び賛助会員が退会しようとするときは、会長に退会の理由及び退会する年月日を記載した書面を提出するものとする。

（再入会）
第１０条　会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書とともに、改めて第４条第１項に定める入会申込書を提出するものとする。
２　前項の再入会申込に対しては、理事会が再入会の承認を行い、これを申込者に通知する。ただし、退会の際未納の入会金及び会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認めない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後５年間は、再入会を認めないこととする。

（改　廃）
第１１条　この規則の改廃は、社員総会の決議を経て行う。

　　　附　則　
１　この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
２　この規則は、平成２５年４月１日から施行する。





[bookmark: _GoBack]

　様式第１号（第４条第１項第１号関係）
	正会員入会申込書
　
　公益社団法人日本海洋少年団連盟の目的に賛同し、定款第５条第１項に規定する正会員となることを申し込みます。

　　　□１号正会員
　　　□２号正会員　　　

　　　　　　　年　月　日
　　住所及び名称
　　代表者の氏名                              印
　　電話　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ
　　担当者
　　　　所属（部課名）
　  　　e-mail

　公益社団法人日本海洋少年団連盟会長　殿


 注　用紙サイズは、Ａ４版縦又は郵便はがき縦版とする。
　　 該当する会員種別の□に✓を入れて下さい。


　様式第２号（第４条第１項第２号関係）（個人用）
	個人賛助会員入会申込書
                                         
　公益社団法人日本海洋少年団連盟の目的に賛同し、定款第５条第１項に規定する個
人賛助会員となることを申し込みます。
　なお、年会費は、次のとおりとします。

 　　　年会費　　　　口（　　　　千円）

　　　　　　　　年　月　日
　　住所
　　氏名                              　　印
　　生年月日（性別）
　　電話　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ
　　e-mail
　  資料等の送付先

　公益社団法人日本海洋少年団連盟会長殿


 注　資料等の送付先は、住所と異なる場合に記載して下さい。
　　 用紙サイズは、Ａ４版縦又は郵便はがき縦版とする。




　様式第３号（第４条第１項第２号関係）（団体用）
	団体賛助会員入会申込書

　公益社団法人日本海洋少年団連盟の目的に賛同し、定款第５条第１項に規定する団
体賛助会員となることを申し込みます。
　なお、年会費は、次のとおりとします。

　　　年会費　　　　口（　　　　万円） 

　　　　　　　　　　年　月　日
　　住所及び名称
　　代表者の氏名                              印
　　電話  　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ
　　担当者
　　　　所属（部課名）
　  　　e-mail

　公益社団法人日本海洋少年団連盟会長殿


 注  用紙サイズは、Ａ４版縦又は郵便はがき縦版とする。

